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平成30年度大淀町表彰式
　11月３日（土・祝）、町役場において平成30年度大
淀町表彰式が執り行われました。本表彰式は、本町
の自治振興や公益の増進に寄与されるなど、その功
績が顕著な方々を大淀町表彰条例に基づき表彰する
ものです。
　受賞者および功績については、下記のとおりです

（敬称略・50音順）。

　
【区長】
　小西　正久　　谷口　恒雄
【消防団員】
　石川　剛司　　喜多村繁一　　谷口　嘉弘
　中村　正城　　東元　祐司

【スポーツ推進委員】
　森　　安幸

　自治功労

　体育功労

第44回大淀町文化祭

①大盛り上がりのカラオケ大会
②折り紙・切り絵講習会で来年の干支・いのししの作品作り
③抹茶と和菓子で一服
④多彩な作品が集まった展示会場
⑤真剣対局の囲碁・将棋大会
⑥歴史展示「龍門騒動200年を考える」
⑦町食生活改善推進員協議会展示「骨粗しょう症から骨を
　守りましょう」
⑧芸能発表の様子。18組の団体が出場。
　このほか、県立畝傍高校の生徒を招いたふるさとカル
タワークショップや、小中学生による書道展、「大淀町の
歴史・文化遺産」の DVD 上映などの催しが行われました。

一人ひとりが文化の担い手
　11月3日（土・祝）・4日（日）の２日間にわたり、町文化会館・中央公民館を会場に
第44回大淀町文化祭が開催されました。催しそれぞれに創意・工夫と趣向が凝らさ
れ、楽しくにぎやかな文化の秋となりました。

町 文 化 の 祭 典

① ②

③

⑤④

⑦ ⑧

⑥
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平成30年度奈良県自治連合会自治功労者表彰式

　永年にわたり自治会活動に尽力された
功績に対する平成30年度奈良県自治連合
会自治功労者表彰式が10月29日（月）に行
われ、小西正久さん（大岩）・谷口恒雄さん

（中越部）が奈良県知事表彰を受賞されま
した。
　小西さんは、平成20年から10年の長き
にわたり大岩区長として、谷口さんは、
平成16年から通算10年の長きにわたり中
越部区長として住民自治組織活動に携わ
り、地域と町の発展、福祉の向上に貢献
されました。

岡谷義永さんが旭日単光章を受章
　岡谷義永さん（西町五丁目）が旭日単光章を受章され
ました。
　岡谷さんは、平成元年から現在に至るまで、通算22
年の長きにわたり、区長として環境衛生活動や防災訓
練、子どもたちを見守る活動等において指導的な役割
を担われました。平成21年から４年間は町区長会会長
として、また平成10年から18年間にわたっては下渕連
合区会会長として、地域の振興と町の発展・福祉の向
上に寄与されました。
　受章に際し岡谷さんは、「このような栄誉のある章を
いただけたのは、永年地域のみなさんに支えていただ
いたおかげだと思っております。地域のつながりを大
事にし、これからも地域の発展に努めていきたいと思
います。」と話されました。

　梶嶋節子さん（新野）が、永年にわたる行政相談委員活
動を評価され、総務大臣表彰を受賞されました。
　梶嶋さんは、平成16年に総務大臣から委嘱を受け、14
年間町担当の行政相談委員として、行政相談所での町民
からの相談対応や、行政相談委員制度の普及のための広
報活動に尽力されています。
　受賞に際し梶嶋さんは、「身に余る光栄な機会をいただ
き、大変ありがたく存じます。このような賞をいただけ
たのもみなさまのおかげと心より感謝しております。こ
の感激を宝にし、行政相談委員としての責任の重さを痛
感しつつ、地域住民と行政とをつなぐ架け橋としての役
割を微力ながら務めさせていただきたいと思います。１
人でも多くの方に身近な制度として利用していただきた
いです。」と話してくださいました。

梶嶋節子さんが総務大臣表彰を受賞

◀

受章された岡谷さん

◀

受賞された梶嶋さん

◀

受賞された小西さん

◀

受賞された谷口さん
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　大淀中学校科学部のみなさんが、10月21日（日）、
平成30年度中高生の科学研究実践活動推進プログラム
生徒科学研究発表フォーラムにおいて奨励賞を受賞さ
れました。本プログラムは、学校・教育委員会と大学等
が連携・協働し、中高生の科学研究実践活動の継続的・
自立的な取り組みを推進することを目的とするもので
す。
　科学部を代表して、木富輝之さん（３年生）・岡橋颯薫
さん（２年生）がフォーラムに出場し、研究内容を発表
しました。受賞に際しお二人は、「自分たちが課題を決
めて、日々行ってきた研究で受賞することができてう
れしいです。最終発表に向けて、疑問点を追及し、観
察実験を進めていきたいです。」と次発表に向けての意
気込みを話してくれました。この研究は現在も続けら
れており、１月に奈良県立教育研究所（田原本町）で行
われる最終発表に向けて実験に取り組んでいます。

　研究のテーマは「ペーパークロマトグラフィーに
よるヒメツルソバの葉の色素分離ならびに葉の色
素の違いによる光合成量との関係」。校内に育つヒ
メツルソバを研究対象に、今年の夏から研究を開
始しました。

ヒメツルソバの光合成量を研究
研究発表フォーラムで奨励賞　大淀中学校科学部

　大淀中学校の２年生・122人が11月7日（水）から9
日（金）までの３日間、町内43の事業所で職場体験を行
いました。
　この職場体験は、実際の仕事について体験したり、
働く大人の姿に触れたりすることで勤労観、職業観を
育む学習活動です。生徒のみなさんはそれぞれの就業
先で慣れない仕事に緊張しながら、笑顔で懸命に取り
組んでいました。職場体験を通じて生徒たちは、働き
方や社会のルールを学び、将来の仕事や自身の進路に
ついて真剣に考える機会となりました。

仕事を知り　社会を知る
大淀中学校２年生　職場体験学習

① 生花店でフラワーア
レンジメント体験

② 映像制作のため保育
所の職場体験の様子
をインタビュー＆撮影

③警察署で鑑識体験

　11月11日（日）、リーベル王寺において「なら歯と口
腔の健康フェスティバル」が開催され、大淀緑ヶ丘小学
校が第27回奈良県歯科保健文化賞を受賞し、奈良県お
よび奈良県歯科医師会により表彰されました。
　これは、県民の歯科保健・医療の向上に優れた業績
をあげた団体等を表彰するもので、同校が継続的に続
けてきたフッ化物洗口をはじめとする特色ある取り組
みが評価されたものです。辻井賢次校長は、「年々、虫
歯に対する素早い対応、治療率の増加が見られるなど、
家庭における歯科保健に対する意識も向上しています。
今後も学校と家庭が連携しながら、保健指導に取り組
んでいきます。」と話されました。

歯科健康の維持・向上をめざして
奈良県歯科保健文化賞　大淀緑ヶ丘小学校

◀  

歯科指導の様子

①

③

②
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　福祉支援を中心とした奉仕活動に取り組む町ボラン
ティア連絡協議会が、10月30日（火）、町役場周辺の
清掃奉仕活動を行いました。この日、会員有志40人が
参加し、町役場庁舎周辺の掃き掃除やごみ拾い、草引
きなどを行いました。
　町ボランティア連絡協議会は、「自分たちのまちは自
分たちできれいにする」という考えのもと、各地域の清
掃活動を展開しています。会長の仲西愛子さんは「年々
きれいにはなってきているけれど、見えないところの
ごみや草などをきれいにするため、これからもずっと
清掃活動を続けていきたいと思っています。気持ちの
良いきれいな役場を維持していきたいです。」と話され
ました。

広がる奉仕の和
町ボランティア連絡協議会の清掃奉仕活動

▼ ◀  

清掃活動の様子

　シルバー人材センターの会員による清掃奉仕活動が
11月10日（土）、町役場で行われました。
　シルバー人材センターは、60歳以上のシニア世代の
就労を通した生きがいづくりを支援する公益法人です。
町には現在、およそ160人が会員として登録しており、
町内各所の施設管理や清掃、草刈り、剪

せ ん て い

定などの作業
に従事しています。
　毎年シルバーの日に合わせて行われる清掃奉仕活動
に、この日、38人の会員が参加し、町役場周辺の植木
の剪定や草引きなどに汗を流しました。

地域で輝くシルバーパワー
シルバーの日に清掃奉仕活動

 清掃活動の様子▲

▲

都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト

達成状況報告について

　平成32（2020）年に東京で開催されるオリンピ
ック・パラリンピック競技大会の入賞メダルに、不
要になった小型家電に含まれるリサイクル材を活
用するため、日本全国で小型家電の回収が進めら
れています。
　本町も参加しているこの取り組みについて、東
京2020組織委員会が平成30年６月末時点での達
成状況を以下のとおり公表しました。

種類 発表量 目標量 達成状況

金 16.5㎏ 30.3㎏ 54.5％

銀 1,800㎏ 4,100㎏ 43.9％

銅 2,700㎏ 2,700㎏ 100％

　このほかの回収方法やプロジェクトの詳細は、
「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェク
ト」のホームページ（http://www.toshi-kouzan.
jp）をご覧ください。
　町民のみなさんの積極的なご協力を引き続きよ
ろしくお願いします。
■問い合わせ先
　町役場 環境整備課（内線137）

◀
小
型
回
収
ボ
ッ
ク
ス

　目標達成に向けて、本町でも引き続き対象品目
の回収を受け付けています。
■回収方法
　町役場に設置している携帯電話専用小型回収ボ
ックスに、そのまま投入してください。
■回収品目
　使用済みの携帯電話、スマートフォンのみ
　（データ等はあらかじめ消去して投入してください。）

■回収場所
　町役場１階　町民ホール（使用済み小型家電回収
　ボックスの上にあります。）
■回収日時
　月～金曜日  午前８時30分～午後５時15分
　（土・日曜日、祝日を除く）

 



　第15回大淀町長杯学童野球大会が、10月28日（日）
と11月11日（日）の２日間、大淀健民運動場で開催され
ました。本大会は、野球を通じて青少年の健全育成およ
び少年たちの交流を深めることを目的に行われています。
　今回は吉野郡内より６チームの参加があり、町からは
４チームが出場しました。各チームとも日ごろの練習の
成果を発揮して白熱した試合を展開し、選手たちは元気
いっぱいのプレーを見せていました。
　試合の結果、大淀ブルーサンダース（大淀町）が見事、
優勝しました。

晴天にめぐまれ大熱戦
第15回大淀町長杯学童野球大会

◇大会結果
　優　勝　大淀ブルーサンダース（大淀町）
　準優勝　大淀エンジェルス（大淀町）　
　最高殊勲選手賞　八尾 大翔くん
　　　　　　　　　（大淀ブルーサンダース）
　敢闘賞　今北 空くん
　　　　　（大淀エンジェルス）

　町スポーツ少年団主催の秋季バレーボール大会が、11
月11日（日）に町立平畑体育館で開催されました。
　今大会には、町スポーツ少年団から２チーム（中西増
Jr・北野）と町外から招待された６チームの計８チームが
参加し、大会を通して地域間の交流と親睦を深めました。
６年生にとっては最後の大会ということもあり、各チー
ムとも悔いの残らないよう全力で試合に臨んでいました。
　熱戦の結果、白橿南スポーツ少年団（橿原市）が優勝し
ました。

６年生最後の大会
町スポーツ少年団秋季バレーボール大会

▲▲

大
会
の
様
子

　南和広域医療企業団主催による「健康フェスティバル
2018」が、11月11日（日）に南奈良総合医療センターで
開催されました。この催しは、地域のみなさんの健康意
識の向上と病院への理解を深めていただくことを目的に
毎年行われています。
　今年は、「健康長寿の秘訣、あなたに教えます！」をテー
マに、企業団スタッフによる市民公開講座「高齢期に多い
病気と予防対策」をはじめ、健康チェック、脚力の健康測
定、健康相談、救急車・消防車の展示・見学、奈良ドクタ
ーヘリの見学会等が行われ、多くの来場者でにぎわいま
した。

素敵な高齢期を過ごすために
健康フェスティバル2018

▲ 一次救命講
習の様子

▼ ドクターヘリ見学
会の様子

▲
◀
協
定
締
結
式
の
様
子

　11月26日（月）、町と町社会福祉協議会は、藍澤證券
株式会社と「大淀町高齢者地域見守り協定」を締結しまし
た。この協定は、地域資源を活かした見守りネットワー
ク体制を構築することを目的に、配達・配送・集金等を日
常業務として行っている事業者と町社会福祉協議会や町
が連携して高齢者を支えるものです。日常業務の中で高
齢者等に関して何らかの異変に気付いた場合、速やかに
連携を行うことで必要な支援に繋げていくことをめざし
ています。
　今後も新たな事業者と協定を締結し、地域の見守り活
動を強化できるよう努めていきます。

安心安全のまちづくりを
高齢者等の見守り協定を締結
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町の特産品やうまいもんが大集合
農林産物品評会・うまいもんまつり開催

　11月23日（金・祝）・24（土）の２日間にわたり、町役場
１階町民ホールで、第54回農林産物品評会が開催されま
した。この品評会は、審査を通して農家のみなさんの技
術や知識の向上を図ることを目的として毎年開催されて
おり、今回も立派な出品物が466点と多数出品され、出
来栄えを競いました。審査後には即売会が開かれ、多く
の人が出品物を買い求めました。
　また、第４回大淀町うまいもんまつりも同時開催され、
町の農産物を使ったフードコートやふるまいブースなどが
設けられました。今年新たな試みとして、釜炒り茶づくり
や梨ジャムづくりなど町の魅力を楽しむ体験ブースが多く
出展されました。ステージでは、演奏やダンスパフォーマ
ンス、品評会で表彰された野菜の抽選会などが行われ、会
場はにぎわいをみせました。

町の特産品やうまいもんが大集合
農林産物品評会・うまいもんまつり開催

　11月24日（土）、医療・福祉就職応援フェアが開催され
ました。
　この就職応援フェアは、南和地域の医療・福祉関係に従
事する担い手の確保を目的として、大淀町が主催となり
近隣市町村や介護・福祉・医療・保育の関係団体と連携して
行われたものです。今回、22の事業所等がプレゼンテー
ションを行うほか相談ブースを設置し、来場者へ就職に
関する情報を提供しました。
　会場にはゲストとして月亭八光さんや、奈良県住みます
芸人の桂ちきんさんと十手リンジンが登場し、会場を盛り
上げました。また、カフェブースや知育ブロック「L

ラ キ ュ ー

aQ」
の体験ブースが設置され、気軽に参加しながら医療や福
祉に関わる情報を収集できるイベントとなりました。

君がつくる 君とつくる 未来の福祉
町主催の医療・福祉就職応援フェアを開催

①体験ブースで紅あずまのスイーツ作り
②ふるまいブースのおもちつき大会
③品評会に並んだ地元産の新鮮な農産物の数々
④地産地消フードコートには町のうまいもんが大集合
⑤表彰された生産者自慢の野菜
 ⑥大盛況の野外ステージ
⑦表彰野菜が当たるドキドキ抽選会

① ②

③

品評会の主な結果
大淀町長賞　
　辻本 泰三さん（大根）
奈良県知事賞
　木田 和久さん（白菜）

④

⑦⑥⑤

　医療・福祉就職応援フェアを実施するきっ
かけとなったのは、昨年７月に実施した在宅
介護にかかる現況調査結果において、町内の
在宅介護サービスの利用者595人に対して、
訪問介護に従事する専門職の人数が42人で
あったことです。町では介護分野だけではな
く、医療や福祉、子育てといったすべての分
野において専門職の人材が不足しています。
　町がめざす「来たい、住みたい、住み続け
たいまち大淀町」を実現するため、今後も地
域のみなさんとともに、医療・福祉分野にお
ける人材の確保を進めます。

 



役場からのお知らせ

税
　　
お
知
ら
せ

に
関
す
る

に
関
す
る

税
　　
お
知
ら
せ

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場 

税
務
課
（
内
線
１
１
０
）

　

12
月
は
町
県
民
税
第
４
期
の
納
期
限
で

す
。
12
月
25
日
（
火
）
ま
で
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

　

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
依
頼
書
は
町

内
の
各
金
融
機
関
や
郵
便
局
に
も
備
え
付

け
て
い
ま
す
。

　

地
方
税
の
公
平
・
公
正
を
確
保
し
、
納

税
者
の
信
頼
を
守
る
た
め
、
今
年
も
「
県

下
一
斉
滞
納
整
理
強
化
期
間
」
を
設
定
し
、

よ
り
一
層
の
滞
納
整
理
に
取
り
組
む
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
期
間
中
は
、
法
律
に
基

づ
く
財
産
調
査
な
ど
、
滞
納
の
解
消
に
向

け
た
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

　

町
役
場
税
務
課
で
は
、
新
築
・
増
築
・
改

築
家
屋
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 
 

調
査
の
対
象
は
平
成
30
年
中
に
完
成
し

た
家
屋
で
、
固
定
資
産
税
の
課
税
の
基
礎

◇
家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

◇    

町
県
民
税
第
４
期
の
納
期
限

◇
県
下
一
斉
滞
納
整
理
強
化
期
間

額
を
決
定
し
ま
す
。

 
 

対
象
と
な
る
家
屋
に
は
、
店
舗
や
事
務

所
、
倉
庫
、
付
属
家
、
車
庫
な
ど
の
床
面

積
の
小
さ
い
建
物
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
だ

調
査
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、
町
役
場
税

務
課
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

調
査
日
は
こ
ち
ら
で
設
定
し
ま
す
が
、

希
望
の
日
時
が
あ
れ
ば
前
も
っ
て
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。
調
査
の
時
間
は
約
40
分
程

度
で
、
調
査
の
際
に
は
、
建
物
図
面
を
用

意
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
取
り
壊
し
家
屋
は
手
続
き
を

　

平
成
30
年
中
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
家

屋
を
取
り
壊
し
た
人
は
法
務
局
で
滅
失
登

記
の
、
ま
た
は
町
役
場
税
務
課
で
取
り
壊

し
届
の
手
続
き
を
必
ず
し
て
く
だ
さ
い
。

　

個
人
町
県
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、
事

業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
所
得
税
の
源
泉
徴

収
と
同
じ
よ
う
に
従
業
員
（
納
税
義
務
者
）

に
代
わ
り
、
毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与

か
ら
個
人
町
県
民
税
を
引
き
落
し
（
給
与

天
引
き
）
、
納
入
す
る
制
度
で
す
。
事
業

主
（
給
与
支
払
者
）
は
特
別
徴
収
義
務
者
と

し
て
、
法
人
・
個
人
を
問
わ
ず
全
て
の
従

業
員
の
個
人
町
県
民
税
を
特
別
徴
収
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。（
地
方
税
法
第
３
２
１

条
の
４
）

◇
個
人
町
県
民
税
は
特
別
徴
収
で

■
特
別
徴
収
の
し
く
み

■
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

◦ 

従
業
員
が
納
税
の
た
め
に
金
融
機
関
等

に
出
向
く
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

◦ 

特
別
徴
収
は
所
得
税
の
よ
う
な
税
額
計

算
の
必
要
が
な
く
、
原
則
と
し
て
年
12
回

の
た
め
、
従
業
員
（
納
税
義
務
者
）
の
１
回

当
た
り
の
負
担
が
少
な
く
て
す
み
ま
す
。

※ 
従
業
員
が
常
時
10
人
未
満
の
事
業
所

は
、
申
請
に
よ
り
年
12
回
の
納
期
を
年

２
回
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
納
期
の
特

例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

③特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

②特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

⑤個人町県民税の納入
　　（翌月10日まで）

①給与支払報告書の提出
　　（１月31日まで）

④給与から特別徴収
　６月～翌年５月の毎月

従
業
員
（
納
税
義
務
者
）

事
業
主
（
特
別
徴
収
義
務
者
）

大　

淀　

町

 

～
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
～

空
き
家
バ
ン
ク
制
度

　

空
き
家
の
流
通
促
進
や
有
効
活
用
を
通

し
て
、
地
域
の
活
性
化
や
移
住
定
住
の
促

進
を
図
る
た
め
、
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
の

運
用
を
始
め
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
町
内
に
あ
る
空
き
家
等

の
所
有
者
が
物
件
登
録
し
、
購
入
・
賃
借

の
希
望
者
へ
そ
の
情
報
を
提
供
す
る
も
の

で
す
。
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登
録
に
は
申

し
込
み
等
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
空
き
家
バ
ン
ク
の
し
く
み

■
問
い
合
わ
せ
先

◦
町
役
場 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　

（
内
線
１
６
１
）

◦
特
定
非
営
利
活
動
法
人
空
き
家
コ
ン　

　

シ
ェ
ル
ジ
ュ
（
運
営
委
託
先
）

　

☎
０
７
４
４-

35-

６
２
１
１

※ 

空
き
家
バ
ン
ク
の
管
理
・
運
営
を
空
き
家

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

空き家の
  所有者

空き家
の利用
希望者

「空き家バンク」
町役場

➡
登録

➡
募集 ➡情報提供➡利用申込

マッチング
（引き合わせ）

➡

➡
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所
得
税
の
確
定
申
告
や
町
県
民
税
の
申

告
の
際
に
、
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど
の

交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
、
障
害
者
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け

て
い
な
い
人
で
も
、
そ
の
障
が
い
の
程
度

が
障
が
い
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
町
の

認
定
を
受
け
た
場
合
は
、
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

町
在
住
の
65
歳
以
上
の
人
ま
た
は
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
で
、
以
下
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
申
請
に
よ
り

確
定
申
告
時
に
必
要
と
な
る
「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◦  

身
体
障
害
者
（
１
～
６
級
）
に
準
ず
る
障

が
い
が
あ
る
人

◦  

知
的
障
害
者
（
軽
度
・
中
度
・
重
度
）
に
準

ず
る
障
が
い
が
あ
る
人

◦  

身
体
の
障
が
い
な
ど
に
よ
り
、
12
月
31

日
時
点
で
６
か
月
以
上
寝
た
き
り
状
態

の
人

　

認
定
の
申
請
に
は
主
治
医
の
意
見
書
な

ど
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
町
役
場
長
寿
介
護
課
ま
で

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
行
い

受
け
取
り
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
人
で
、

町
役
場
開
庁
時
間
内
に
来
ら
れ
な
い
人

に
、
予
約
制
で
休
日
臨
時
交
付
窓
口
を
開

設
し
て
い
ま
す
。

【
12
月
・
１
月
の
開
設
日
時
】

　

12
月
22
日
（
土
）

　

１
月
12
日
（
土
）・
27
日
（
日
）

　

各
日　

午
前
８
時
30
分
～
正
午

※ 

来
庁
希
望
日
直
前
の
金
曜
日
の
午
前
中

ま
で
に
、
町
役
場
人
権
住
民
課
ま
で
ご

予
約
く
だ
さ
い
。
予
約
が
な
い
日
は
、

窓
口
を
開
設
し
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

 

町
役
場 

人
権
住
民
課
（
内
線
１
２
１
）

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場 

長
寿
介
護
課
（
内
線
１
３
２
）

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
自
身
の
年
金
情
報
を
手
軽
に

確
認
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
24
時
間
、

い
つ
で
も
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

か
ら
、
自
身
の
年
金
記
録
の
確
認
や
将
来

の
年
金
見
込
額
を
試
算
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ
た

各
種
通
知
書
の
確
認
や
再
交
付
申
請
が
で

き
る
な
ど
、
便
利
な
機
能
が
あ
り
ま
す
。

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
に
は
利

用
登
録
（
ユ
ー
ザ
Ｉ
Ｄ
の
取
得
）
が
必
要
で

す
。
登
録
に
は
、
基
礎
年
金
番
号
と
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
が
必
要
で
す
の
で
、
年
金
手

帳
や
年
金
証
書
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
確

認
で
き
る
も
の
を
用
意
し
て
、
登
録
申
請

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

h
ttp

s
://w

w
w

.n
e
n
k
in

.g
o
.jp

/n
_n

e
t/

■
問
い
合
わ
せ
先

◦ 

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０-

０
５
８-

５
５
５

◦
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
で
か
け
る
場
合

　

☎
０
３-

６
７
０
０-

１
１
４
４

※ 

祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）
、
12
月
29

日
～
１
月
３
日
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
忘
れ
た
人
に
対
し
て
、
電
話
や

文
書
、
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
の
ご
案
内

や
免
除
等
の
申
請
手
続
き
の
ご
案
内
を
民

間
業
者
へ
委
託
し
て
い
ま
す
。

※ 

平
成
29
年
10
月
以
降
、
民
間
事
業
者
の

訪
問
員
に
よ
る
収
納
業
務
を
廃
止
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
現
金
を
お
預
か
り
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

そ
の
他
の
地
域
を
担
当
す
る
民
間
事
業

者
に
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務

所
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
委
託
業
者

　

株
式
会
社
バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ　
　

　

〒
１
５
０-

０
０
１
３

　
　

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
１-

19-

19

　
　

恵
比
寿
ビ
ジ
ネ
ス
タ
ワ
ー
14
階

　

☎
０
１
２
０-

９
８
７-

９
２
７

■
受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
９
時

　

（
盆
・
年
末
年
始
を
除
く
）

■
問
い
合
わ
せ
先

◦
大
和
高
田
年
金
事
務
所

　

☎
０
７
４
５-
22-
３
５
３
１

◦
町
役
場 

人
権
住
民
課
（
内
線
１
２
３
）

国
民
年
金

国
民
年
金

ご
存
じ
で
す
か
？

便
利
な
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト｣

国
民
年
金
保
険
料
収
納
業
務
の

民
間
委
託
に
つ
い
て

だ
よ
り

介

保

険

●　

 

●　

 

●　

 

●

な　
　

 

る　
　

 

ほ　
　

 

ど

護

●　

 

●　

 

●　

 

●

教　
　

 

え　
　

 

て　
　

 

！

障
害
者
控
除
対
象
者

　
　
　

認
定
に
つ
い
て

　

大淀町ふるさと応援
寄附金について

　10月中に次のみなさまから寄附をい
ただきました。
　喜多　義将　様　　　1,000,000円
　他５名様
　みなさまの熱い想いを実現でき
るように、大切に活用させていた
だきます。
　今後も変わらぬ応援をお願いい
たします。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

 

休
日
臨
時
交
付
窓
口
開
設（
予
約
制
）

 



　
町役場 12月2 日（土）～１月３日（木）

　戸籍の届出（婚姻届や死亡届など）は、町役場１階警備
員室（庁舎西側）で受け付けます。　☎0747-52-5501

町上下水道部 12月2 日（土）～１月３日（木）

　水道管の漏水など緊急の場合は、町上下水道部へ連絡
してください。　　　　　　　　　☎0747-52-0137

町保健センター
12月2 日（土）～１月３日（木）

町社会福祉協議会

町高齢者ふれあい
活動センター

12月2 日（土）・12月30日（日）
１月１日（火）・１月２日（水）

よどりバス 12月2 日（土）～１月３日（木）

町立図書館

12月28日（金）～１月４日（金）
町文化会館

町中央公民館

町立杉本記念文化センター

町立児童センター

12月2 日（土）～１月３日（木）町立旭ヶ丘総合センター

町立桜ヶ丘総合センター

町健康づくりセンター 12月30日（日）～１月３日（木）

町パークゴルフ場

12月28日（金）～１月４日（金）
町平畑運動公園

（サッカー場・テニス場）

町立体育館（平畑・桜ヶ丘）

町立体育館（旭ヶ丘） 12月2 日（木）～１月７日（月）

町営斎場
年末年始も平常通り業務を行い
ます。

年末年始年末年 始　主な町の業務をお知らせします

この期間、町の業務は休みになります。お間違えのないようにご注意ください。

南和広域医療企業団南奈良総合医療センター

12月2 日（土）～１月３日（木）

　通常の外来診療は休診になりますが、救急対応は行
っています。来院される場合は、事前に電話でのお問
い合わせをお願いします。　　　 ☎0747-54-5000

■問い合わせ先
　町役場 上下水道部　☎0747−52−0137

下水道の役割と利用のお願い

　下水道は家庭などから出る排水や排泄物などの汚水
を下水処理場へ集め、きれいな水にして川や海へ流し
ています。下水道の使用により、以下のメリットがあ
ります。
◦川や海の水質が保たれ、水辺の自然環境が守られる。
◦ 汚水が水路や川に流れないため悪臭やハエ、蚊の発

生を防ぎ、まちの環境を清潔にすることができる。
◦ トイレを水洗化することができ、家の中から嫌なに

おいをなくし、生活環境を快適にすることができる。

公共下水道へ早期の接続を

　下水道は、私たちの生活の中で大切な役割を果たし
ていますが、みなさんに利用していただかなければ効
果を発揮することができません。下水道法では、公共
下水道の供用が開始された場合は、遅滞なく公共下水
道に接続することが義務付けられています。また、下
水道の処理区域内に設置されているくみ取り便所につ
いては、速やかに水洗便所へ改造することが義務付け
られています。
　既設のくみ取り便所を水洗便所に改造したり浄化槽
を撤去したりされる人に対しては、費用の一部を助成
する制度を設けています。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

　町では、さくら広域環境衛生組合で進
めている「さくら広域環境衛生組合ごみ
処理施設」の事業実施にあたり、都市計
画決定の手続きを進めています。
　都市計画決定内容の案を作成しました
ので、次のとおり縦覧します。
【縦覧】
■縦覧期間
　12 月 13 日（木） ～ 26 日（水）
■縦覧場所
◦町役場 まちづくり推進課
◦さくら広域環境衛生組合 事務局
◦町立図書館
　※町ホームページにも掲載
【意見書の提出】
　この案に対してご意見のある人は町役
場まちづくり推進課までお寄せください。
■記載事項
　氏名・住所・電話番号・意見の要旨お
　よびその理由　
■提出期限
　12 月 26 日（水）必着
■提出方法
　郵送・FAX・メール
■提出先・問い合わせ先
　町役場 まちづくり推進課（内線 161）
　　〒 638-8501　大淀町桧垣本 2090
　　0747-52-5505
　　machizukuri@town.oyodo.lg.jp

都市計画決定案の
縦覧をします 水 道 だ りよ上 下
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子育て　　　お知らせに関する

病後児保育

　お子さんが病気の回復期で集団生活が困難
な場合に、看護師と保育士が一時的にお預か
りして、保護者の子育てと就労の両立を支援
する制度です。町では、きたの学園に委託し
て実施しています。

■実施場所
　 病後児保育室「にじ」（きたの学園内）
■対 象 児
　満１歳～小学校３年生の児童
■定　　員
　１日につき４人
■利用日時
　 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　午前８時30分～午後６時30分
■対象疾患
　 児童が日常かかる疾患で、回復期にある感

冒、消化不良や麻
ま し ん

疹、水痘、風
ふ う し ん

疹などの感
染性疾患と目や耳の疾患、骨折等

※ 入室日の朝の体温が38度以上ある場合は入
室をお断りすることがあります。

■利用料金
　所得税および住民税の課税状況により、1
日につき2,000円、1,000円、無料の３段階
があります。
※ ふとんリース代、給食・おやつ代が別途必

要です。
■申し込み・問い合わせ先
　 病後児保育室「にじ」
　☎0746-34-5578
　 大淀町北野23番地の８

　保護者が昼間に就労などの理由で家庭保育
ができない児童の健全育成を目的に、プレ
ジャールーム（学童保育室）を開設しています。
児童の保育を希望する保護者は町役場福祉課
の窓口で新規・継続の申請をしてください。

■対　　象　小学校１年生～６年生の児童
　　　　　　（平成31年４月から）
■入室申請の受付を行う学童保育所
◦希望ヶ丘プレジャールーム　　定員70人
◦緑ヶ丘プレジャールーム　　　定員70人
◦桜ヶ丘プレジャールーム　　　定員70人
◦あそびの森プレジャールーム　定員60人
■申請受付期間
　平成31年１月９日（水）～11日（金）
　午前９時～午後７時　
　※受付順ではありません。
■優先順位
　申し込み者が定員を超えた場合は、次の順
番で低学年の児童から受け入れを行います。
　①第１学年の児童
　②第２学年の児童
　③第３学年の児童
　④第４学年～第６学年の児童
※ 同学年の場合はひとり親家庭の児童を優先

します。また、低学年でも無職の祖父母と
同居している児童は、入室をお待ちいただ
くこともありますのでご了承ください。

■申請に必要なもの
　印鑑・児童の保険証の写し
※ 保護者の就労証明書等を提出していただき

ます。
■その他
　長期休暇（春休み、夏休み、冬休み）のみの
利用でも、当初に申請をしてください。
■申し込み・問い合わせ先
　町役場 福祉課（内線118）

学童保育

■日　時
　平成 31 年１月 14 日（月・成人の日）
◦受　付：午前９時 30 分～

◦記念写真撮影：午前９時 45 分～

◦式　典：午前 10 時 30 分～

◦交流会：午前 11 時～正午

※ 抽選会を予定しています。
※軽食の用意はありません。
■場　所
　町文化会館　あらかしホール

■対象者
　 平成 10 年４月２日から平成 11 年４月１

日までに生まれた人
※ 本町に住民票がない人で、本町の成人式に

参加を希望する人は、事前に連絡してくだ
さい。

※ 式典および交流会会場への入場は新成人ご
本人のみとします。ご理解のほどお願いし
ます。

■問い合わせ先
　町文化会館　☎ 0747-54-2110

平成 31 年成人式を開催します
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人事行政運営等の状況の公表

※用語説明　

◦普通会計： 一般会計に一部の特別会計を加えたもので、国民健康保険事業などの特別会計、水道、下水道の事業会計は除く。
◦一般行政職 : 全職員から特別職、税務職、福祉職、医療職、企業職、技能労務職、教育職などの職員を除いた職員を示す。

●職員の任免および職員数の状況

●職員の給与等の状況

◆職員の採用の状況

職種 人数

一般行政職 10

医療職 0

幼稚園教諭 0

技能労務職 1

合　　計 11

※平成29年４月２日～平成30年４月１日の合計人数です。

◆職員の退職の状況

区　　分
一般

行政職
医療職

幼稚園
教諭

技能
労務職

計

定年退職 2 0 1 1 4

勧奨退職 4 0 0 0 4

普通退職 2 0 0 0 2

合　　計 8 0 1 1 10

※平成29年４月１日～平成30年３月31日の合計人数です。
※ 本表には、県との人事交流に伴う退職者が含まれていま

す。

◆部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

区分
部門

職員数 対前年増減数

平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 29 年 平成 30 年

一般
行政

議 会 3 3 2 0 △ 1

総 務 40 45 46 5 1

税 務 11 11 11 0 0

民 生 53 52 51 　△　1 △ 1

衛 生 19 20 20 1 0

労 働 0 0 0 0 0

農林水産 3 3 3 0 0

商 工 1 1 1 0 0

土 木 7 6 6 △ 1 0

小 計 137 141 140 4 △　1

特別
行政

教 育 42 43 42 1 △ 1

普通会計 179 184 182 5 △　2

公営
企業
等

病 院 0 0 0 0 0

水 道 11 10 10 △　1 0

下 水 道 3 3 2 0 △　1

そ の 他 9 10 11 1 1

小 計 23 23 23 0 0

合計 202 207 205 5 △ 2

※ 職員数は、一般職に属する職員数であり、休職者などは含み、臨
時職員を除いています。

◆人件費の状況（普通会計、平成29年度決算）

歳出額
（Ａ）

実質収支
人件費
（Ｂ）

人件費比率
（Ｂ／Ａ）

平成28年度
人件費比率

千円 千円 千円 % %

7,507,138 49,951 1,553,783 20.7 22.0

住民基本台帳人口　17,911人（平成30年３月31日現在）
※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

◆職員給与等の状況（普通会計、平成29年度決算）

給　　　与　　　費

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計

千円 千円 千円 千円

670,970 103,040 257,838 1,031,848

一人当たりの給与費　5,669千円（職員数182人）
※１　職員手当に退職手当は含んでいません。
※２　職員数は、平成30年４月１日現在の人数です。

◆一般行政職の級別職員数の状況（平成30年４月１日現在）

区分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 計

標準的な
職務内容

主事補
技師補

主事
技師

主任主事
主任技師

係長
主査

課長補佐 課長
部長
次長

職員数 8人 11人 29人 29人 23人 13人 9人 122人

構成比 6.6% 9.0% 23.8% 23.8% 18.9% 10.7% 7.4% 100.0%

※１　大淀町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

◆職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年４月１日現在）

区分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年

一般行政職
大学卒 245,100円 ― 377,200円 426,900円

高校卒 ― ― 334,900円 ―

技能労務職
高校卒 ― ― 246,060円 ―

中学卒 ― ― ― ―

※該当する職員が存在しない欄には記載していません。

　町の人事行政運営などの状況について、その概要を公表します。ここに記載している給与などはすべて税金や保険料な
どを差し引く前の金額です。また、臨時または非常勤の職員については含まれていません。
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◆ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

区分 平成 29 年 平成 24 年

大淀町 96.8 94.2

類似団体平均 97.1 96.3

全国町村平均 96.4 95.5

※１ 　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100と
　した場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

※２ 　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している
　団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

◆職員の初任給の状況（平成30年４月１日現在）

区　　　　　分 大淀町 奈良県 国

一般行政職
大学卒 168,600円 185,800円 178,200円

高校卒 147,100円 151,500円 146,100円

技能労務職
高校卒 132,700円 154,000円 ―

中学卒 128,900円 132,700円 ―

※１ 　 大淀町の一般行政職の決定初任給は、初級試験（高校卒業
程度の試験）の結果に基づき職員となった者の額です。

※２　 奈良県および国の数値は、平成29年４月１日現在のもので
す。

◆職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成30年４月１日現在）

①一般行政職

平均
年齢

平均給料月額平均給与月額 平均給与月額

大淀町 42.6 316,261円 369,341円 351,359円

奈良県 42.9 324,389円 410,651円 368,945円

国 43.6 330,531円 ― 410,719円

類似
団体

41.7 308,087円 357,786円 337,335円

◆期末手当・勤勉手当

大　　淀　　町 国

1人当たり平均支給額（平成29年度）
1,465千円

―

（平成29年度支給割合） （平成29年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 1.225月分 0.850月分 6月期 1.225月分 0.850月分

12月期 1.375月分 0.950月分 12月期 1.375月分 0.950月分

計 2.6月分 1.8月分 計 2.6月分 1.8月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置　

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

◆退職手当（平成30年４月１日現在）

大　　淀　　町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（ 2～45％加算） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（ 2～45％加算）

1人当たり 自己都合 勧奨・定年

平均支給額 1,906千円 21,204千円

※退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

◆特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）

支給実績 1,891千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額 63,033円

職員全体に占める手当支給職員の割合 16.5%

手当の種類（手当数） 6

代表的な手当
 町立保育所の業務に従事す
る保育士

※支給職員の割合及び支給額については、普通会計のものです。

●職員手当の状況

②技能労務職

平均 平均 平均 平均給与月額

大淀町 49.3 225,481円 236,346円 235,819円

奈良県 52.5 313,242円 372,338円 349,505円

国 50.6 286,833円 ― 328,360円

類似
団体

49.4 286,023円 308,066円 298,134円

※１　 「平均給料月額」とは、各職種ごとの基本給の平均です。
※２ 　 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合

計したものです。
※３ 　 「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれてい

ないことから、比較のため国家公務員と同じ基準で再計算したものです。
※４　  奈良県、国および類似団体の数値は、平成29年４月１日現在のものです。

◆時間外勤務手当

平成 29 年度

支給総額 31,054千円

職員１人当たり
支給年額

414千円

平成 28 年度

支給総額 29,593千円

職員１人当たり
支給年額

389千円

※支給額については普通会計のものです。
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●職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況

◆ 勤務時間等の状況（平成30年４月１日現在）

区　分 内　　　容

勤務
時間

午前８時30分から午後５時15分まで

（休憩時間60分を除き１日７時間45分
（１週38時間45分）勤務）

週休日 日曜日および土曜日

休日
国民の祝日に関する法律に規定する休
日および12月29日から翌年の１月３日
まで

※ 上記の内容は、本庁に勤務する職員の例で、勤務
場所により異なることがあります。

◆その他の手当（平成30年４月１日現在）

区分 内　　　　　容
国の制度
との異同

支給実績
（平成 29 年度決算）

支給職員 1 人当
たり平均支給年額

扶養手当

●配偶者 6,500円
●子 10,000円
●その他の扶養親族 6,500円
　※ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子は、
　　１人につき5,000円を加算する。

同じ 17,152千円 263,877円

住居手当 ●借家・借間居住者（最高支給限度） 27,000円 同じ 4,728千円 295,500円

通勤手当

●交通機関利用者
　１か月あたりの最高支給限度 55,000円
●交通用具（自家用車など）利用者
　２㎞未満　支給しない
　２㎞以上　距離に応じて 2,000円 ～ 31,600円

同じ 12,784千円 86,378円

管理職手当

●部・次長級 給料月額の 14.25%
●課長級・保育所長 給料月額の12.825%
●課長補佐級・保育所長補佐・ 給料月額の10.185%
　幼稚園長・保健師長 

― 29,642千円 570,038円

※支給額については普通会計のものです。

●特別職の報酬等の状況

◆特別職の報酬等の状況（平成30年４月１日現在）

区　　　分 給料月額等

給料
町　長

（参考）類似団体における最高/最低額

750,000円（850,000円） 880,000円　/　492,000円

副町長 630,000円（700,000円） 720,000円　/　468,000円

報酬

議　長 330,000円 420,000円　/　230,000円

副議長 280,000円 360,000円　/　180,000円

議　員 250,000円 345,000円　/　157,000円

期末
手当

町　長
副町長

（平成29年度支給割合）
　６月期　1.55月分　12月期　1.75月分　　計　3.3月分

議　長
副議長
議　員

（平成29年度支給割合）
　６月期　1.6月分　12月期　1.75月分　　計　3.35月分

退職
手当

町　長
（算定方式） （支給時期）

給料月額×520/100×勤続年数
在職中通算または任期ごとの選択制

副町長 給料月額×330/100×勤続年数

※給料の（　　）内は、減額措置を行う前の金額です。

◆ 休暇等の種類（平成30年４月１日現在）

区　分 内　　　容

年次
有給休暇

１年につき20日を付与（新規採用職員は15日）。付与
日数のうち20日を越えない範囲内の残日数を翌年に繰
り越すことができる。（平成29年の平均取得日数は8.6
日）

病気休暇
負傷または疾病のため療養する必要があり、勤務しな
いことがやむを得ないと認められる場合の休暇。

特別休暇
特別の事由により勤務しないことが相当であると認め
られる場合の休暇。（結婚休暇・産前休暇・産後休
暇・忌引休暇・夏季休暇など）

介護休暇

負傷、疾病または老齢により、日常生活を営むのに支
障がある配偶者、父母、子などを介護をするため勤務
しないことが相当であると認められる場合の休暇。
（無給）

育児休業
子を養育する職員の継続的な勤務の促進と福祉の増進、
ならびに行政の円滑な運営を目的とした制度で、３歳未
満の子を養育するために取得することができる。
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区分
分限処分 懲戒処分

免職 降任 休職 降給 免職 停職 減給 戒告

処分者数 ― ― 2 ― ― ― ― ―

　職員は、法律により以下のような義務が課されているほか、
一定の行為の制限が為されています。

業務上の
義務

法令等を遵守する
義務

職務命令に従う義務

秘密を守る義務 職務に専念する義務

政治行為等の制限 信用失墜行為の禁止

争議行為等の禁止 営利企業等の従事制限

　分限処分とは、公務能率を維持することを目的として、心身の
故障等一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分
上の変動をもたらす処分です。懲戒処分とは、職員が法令や職務
上の義務等に違反した場合に、道義的責任を問うことにより、公
務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。

■日時　午前９時～午後４時
　　　　（土、日、祝日を除く毎日）
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町役場人権施策推進室
　　　　　　　☎0747−52−5501

■日時　火～金曜日
　　　　午前10時～午後４時
■場所　大淀町適応指導教室
■問い合わせ　大淀町適応指導教室
　　　　　　　☎0746−34−5016

■日時　毎月第２・第４水曜日
　　　　午後１時～午後３時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町社会福祉協議会
　　　　　　　☎0747−52−1941

■日時　毎週木曜日
　　　　午後１時～午後４時

▲

消費生活相談

▲

教育相談（予約が必要です）

▲

心配ごと合同相談

▲
人権相談

■場所　下市町役場
■問い合わせ　下市町役場住民保険課
　　　　　　　☎0747−52−0001

■日時　12月14日㈮
　　　　午後１時～午後４時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町役場人権住民課
　　　　　　　☎0747−52−5501
■日時　１月16日㈬
　　　　午後１時～午後４時
■場所　吉野町役場
■問い合わせ　吉野町役場町民課
　　　　　　　☎0746−32−3081
■日時　２月15日㈮
　　　　午後１時～午後４時
■場所　下市町役場
■問い合わせ　下市町役場住民保険課
　　　　　　　☎0747−52−0001

■日時　３月16日㈯
　　　　午前９時～午後４時
■場所　大淀町中央公民館
■問い合わせ　
　県建築協同組合中吉野支部
　☎0747−52−9971

▲

住宅増改築相談

▲

無料法律相談（予約が必要です）

■日時　毎月第２火曜日
　　　　午前10時～午後３時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　県交通安全対策課
　　　　　　　☎0742−27−8731

■日時　１月11日㈮
　　　　午前10時30分～午後４時
■場所　下市町保健センター
■問い合わせ　高田こども家庭相談センター
　　　　　　　☎0745−22−6079

　　　法テラス
　身近な法的トラブルについてお

気軽に問い合わせてください。

　解決に役立つ法制度や最適な相

談機関を紹介します。

■問い合わせ　

　法テラス奈良 ☎050−3383−5450

　法テラス南和法律事務所

　（下渕やすらぎビル内）　

 ☎050−3383−0025

▲

児童相談

▲

無料交通事故相談

●職員の服務の状況（平成30年４月1日現在） ●職員の分限・懲戒処分の状況（平成29年度）

◆研修の状況（平成29年度）

　職員に高度な専門知識、技術などを取得させること、職員間の連
携を高め効率的に業務を遂行させることを目的として、研修を実施
しています。また、研修機関などへ派遣し、研修を受講させていま
す。

町が実施したもの
新規採用職員研修、人事評価
研修、法制執務研修、資質向
上研修、マイナンバー研修

奈良県市町村職員研修セン
ターなど外部の研修機関に
おいて実施されたもの

土木技術系職員研修、契約事
務研修、簿記入門研修、イベ
ント力向上研修、人事評価研
修　など

◆勤務成績の評定の状況（平成29年度）

　職員の意欲向上や資質の向上および能力開発を目的として人
事評価を実施しました。

◆職員の健康診断の状況（平成29年度）

　職員の健康診断については、労働安全衛生法に基づき年に１
回実施しています。

対象職員数 受診者数 受診率

199 192 96.48%

◆公務災害補償の状況（平成29年度）

　職員が公務による災害で病気になったり、死亡した場合に
は、地方公務員災害補償基金から一定の補償があります。

区分 傷病 死亡

公務災害 1 0

通勤災害 0 0

◆ 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関す

る不服申立ての状況（平成29年度）

　職員は、勤務条件やその意に反する処分に関して、公平委員
会に措置要求または不服の申立てを行うことができます。平成
29年度は、措置要求および不服申立てはありませんでした。

●職員の福祉・利益の保護の状況 ●職員の研修・勤務成績の評定の状況

1 



１月10日（木）です。

［乳幼児］午前10時～午前11時

　　　　 身体計測や、保健師・栄養士に

             よる健康や育児についての相談

             を行います。

［成　人］午後２時～午後４時

              尿検査・血圧測定・禁煙相談（要

予約）・保健師や栄養士による健

康についての相談を行います。

●子どもの健康診査・離乳食講座

　 実施日　・　受付時間 対　　　象

４ か 月 児 健 康 診 査
 12月17日（月）・ 午後１時 H30. ８. １～ H30. ８.31生まれ

 １月24日（木）・ 午後１時 H30. ９. １～ H30. ９.30生まれ

10 か 月 児 健 康 診 査
 12月17日（月）・ 午後０時45分 H30. ２. １～ H30. ２.28生まれ

 １月24日（木）・ 午後０時45分 H30. ３. １～ H30. ３.31生まれ

１ 歳 ６ か 月 児 健 康 診 査  １月25日（金）・ 午後１時15分～午後２時 H29. ６. １～ H29. ７.31生まれ

３ 歳 児 健 康 診 査  12月18日（火）・ 午後１時15分～午後２時 H27. ５. １～ H27. ６.30生まれ

モ グ モ グ 離 乳 食 講 座
( ７か月児  ２回食離乳食講座）

 １月10日（木）・ 午前９時 H30. ５. １～ H30. ５.31生まれ

※１　対象児にはお知らせを送付します。　　※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。
※３　健康診査は受付順です。　　　　　　　※４　 ４か月児・10か月児健康診査では、離乳食講座の実施があります。

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は町保健セン
ターで交付しています。印鑑と妊婦のマイナンバーが
わかるものを持ってきてください。

母子健康手帳は町保健センターで交付しています

●予防接種　※下記日程はすべて予約制です。必ず接種の３日前までに町保健センターへ予約してください。

予防接種名 実施日・受付時間
対象児

今月通知する子 前の対象で受けていない子

B C G

12月11日（火）①・②
12月19日（水）①・②
１月７日（月）①・②

①午前10時～
　午前10時30分
②午後１時30分～
　午後２時

H30. ６.27～ H30. ７.19生まれ １歳未満の子

みずぼうそう H29. ９.26～ H29.10.24生まれ １歳から３歳未満の子

不活化ポリオ
３種混合を接種し、不活化ポリオ（生・不活化あ
わせて、計４回）を規定回数終了していない子

麻 し ん
風 し ん
混 合

１
期

H29.11.27～ H29.12.19生まれ １歳から２歳未満の子

２
期

就学前の年長児

３種 混 合２期
（２ 種 混 合）

小学６年生～13歳未満の子

日 本 脳 炎

１
期

H27.11.27～ H27.12.19生まれ ７歳６か月未満の子

２
期

◦小学４年生～13歳未満の子
◦ 高校１年生～20歳未満で、第２期の接種を受

けていない人

※１　今月通知対象児には予診票を送付します。　　※２　受付時間は予防接種の種類により異なります。
※３　料金は無料で、場所は町保健センターです。
　●転入された人は、以前に受けた予防接種の種類・回数等の連絡をお願いします。
　　〈連絡がない場合は、予防接種の案内ができない場合があります。〉

教　　室 実施日時・場所 内　　容 対　　象

マタニティクラス（無料）

妊娠中のことや、出産・育児について、
一緒に考えてみませんか？パパやご家
族の人もぜひ一緒に参加してください。

１月27日（日）
午前９時30分～
午後０時30分

町保健センター

◦妊娠中の栄養について（講義）
◦赤ちゃんとの生活について（講義）
◦赤ちゃんのお風呂の入れ方（体験）

◦ 妊娠５か月以上
の人

◦パパになる人
◦家族の人

●教室　町保健センターに電話で申し込んでください。（町ホームページでも申し込みできます。）
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●個別検診　医療機関で個別に受診するための受診票を発行しています。
　　　　　　発行の申請は町保健センターに電話などで申し込んでください。

●集団検診　町保健センターに電話等で申し込んでください。要予約・先着順です。

　　　　　　下記以外の日程・内容もあります。詳しい日程・内容は、町保健センターまで問い合わせてください。

検診・内容 実施日・受付時間 対　　象 場所・料金 定　員

乳がん検診
（視診・触診・問診・
乳房Ｘ線撮影）

平成31年２月26日までの
毎週火・金曜日

（祝日・年末年始を除く）　
午後１時

満40歳以上の町民（女性）

※受診回数は２年度につき１回で
す。平成29年度に受診した人は今
年度は対象になりません。

南奈良総合医療センター

【満40～49歳】 1,000円
【満50～64歳】 900円
【満65歳以上】 200円

火曜
4人
金曜
3人

大腸がん検診
（便潜血検査・問診）

平成31年１月17日（木）
　午前９時～午後３時

満40歳以上の町民

町保健センター

【満40～64歳】 各200円
【満65歳以上】 各100円

100人

検診・内容 対　　象 料　　金 実施医療機関 実施期間

子宮頸がん検診
（視診・内診・問診・
子宮頸部細胞診）

満20歳以上の町民（女性）

※ 平成29年度に受けてい
ない人

〈頸部のみ〉
【満20～64歳】 2,000円
【満65歳以上】 500円

〈頸部・体部〉
【満20～64歳】 3,500円
【満65歳以上】 500円

県内の登録医療機関

※ 希望の医療機関が
該当するか等、詳
しくは問い合わせ
てください。

平成31年２月末まで

※ 期間中であっても、
医療機関の予約が定
員になり次第終了し
ます。

乳がん検診
（乳房Ｘ線撮影・問診）
※視診・触診を実施す
る医療機関もありま
す。

満40歳以上の町民（女性）

※平成29年度に受けてい
ない人

【満40～49歳】 1,000円
【満50～64歳】 900円
【満65歳以上】 200円

県内の契約医療機関

※ 希望の医療機関が
該当するか等、詳
しくは問い合わせ
てください。

胃がん検診
（胃バリウム検診）
（胃部Ｘ線撮影・問診）

満40歳以上の町民
※平成29年度に胃カメラ

検診を受けていない人

【満40～64歳】 2,000円
【満65歳以上】 500円

胃がん検診
（胃カメラ検診）
（胃内視鏡検査・問診）

満50歳以上の町民

※ 受診間隔は２年度に１回
※平成29年度に胃カメラ

検診を受けていない人

【満50～64歳】 2,500円
【満65歳以上】 500円

◦ 南奈良総合医療セ
ンター

◦ 榎本医院（御所市
戸毛）

　健康のため、運動を始めてみませんか？お客さ
まにあわせた運動メニューをご提案します。
◇入会に必要なもの
　 通帳・銀行印・会費（２か月分の定期利用料）・健康

診断書または医師の運動許可書（50歳以上の人）
◇開館時間
　（月・水～土曜日）午前10時～午後10時
　（日 曜 日・祝 日）午前10時～午後５時
◇休 館 日
　毎週火曜日
　12月30日（日）～平成31年１月３日（木）

　年内は12月29日（土）まで、年始は１月４日（金）
から通常営業します。
　来年もよろしくお願いします。

健康づくりをはじめましょう！

年末年始の営業について

成 人 の 風 し ん ワ ク チ ン 接 種
　現在、日本では風しんが流行しています。この
感染症は、妊娠期の女性がかかると胎児に影響が
あるため、前もって予防することが大切です。町
では風しんワクチン接種費用の一部を町が負担し
ます。

対象となる人
本町に住所を有し、以下の条件にあてはまる人
◦ 平成７年４月１日以前生まれで妊娠を予定また

は希望している女性とその配偶者
◦妊娠している女性の同居家族
　※次の人は対象外です。
◦風しん単独ワクチン接種を２回受けた人
◦麻しん風しん混合ワクチン接種を２回受けた人
◦ 風しん単独ワクチン接種と麻しん風しん混合ワ

クチン接種をそれぞれ１回受けた人
◦風しんに確実に罹

か か

った人

　詳しくは町ホームページまたは町保健センター
へ問い合わせてください。
■申し込み・問い合わせ先　
　町保健センター（健康増進課）　
　☎0747-52-9403
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　男女ともに最も多い１日の平均睡眠時間は
６時間以上７時間未満でした。慢性的な睡眠
不足は、日中の眠気や意欲低下・記憶力減退
など、精神機能の低下を及ぼすだけでなく、
体内のホルモン分泌や自律神経機能に大きな
影響を及ぼします。睡眠不足や不眠が生活習
慣のリスクを高める科学的な根拠に基づいて
策定された「健康づくりのための睡眠指針
2014 ～睡眠 12 箇条～」を参考に、良い睡
眠をとってくださいね。

■睡眠 12箇条
①良い睡眠で、からだもこころも健康に。
② 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざ

めのメリハリを。
③ 良い睡眠は、生活習慣病予防につながりま

す。
④ 睡眠による休養感は、こころの健康に重要

です。
⑤ 年齢や季節に応じて、昼間の眠気で困らな

い程度の睡眠を。

☆年齢ごとの睡眠時間の目安
　　　　10 代前半　⇒　８時間以上
　　　　25 歳   　　⇒　７時間
　　　　45 歳   　　⇒　６時間半
　　　　65 歳   　　⇒　６時間

⑥ 良い睡眠のためには、環境づくりも重要で
す。

⑦ 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリ
ズムを保つ。

　◦規則正しい生活を。
　◦休日でも遅くまで寝床で過ごさない。

起床直後に太陽の光を浴びて
体内時間の遅れを防ぐ。

⑧ 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日
十分な睡眠を。

　◦日中の眠気は寝不足のサイン。
　◦寝不足は仕事の能率を下げる。

寝不足なら午後の早い時間に
30 分以内の昼寝を

⑨ 熟年世代は朝晩メリハリ、昼間に適度な運
動で良い睡眠。

　◦ 寝床で長く過ごすと、熟睡感が減り、中
途覚醒が増える。

　◦ 寝すぎは体内時間を狂わせ、不眠・睡眠
障害の原因に。

　◦適度な運動は睡眠を促進する。
　◦年齢にあった睡眠時間を。

ウォーキングなどの運動で
夜の熟睡感をアップ

⑩ 眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は
遅らせない。

⑪いつもと違う睡眠には、要注意。
⑫ 眠れない、その苦しみをかかえずに、専門

家に相談を。

　不眠の３大症状「なかなか寝付けない」、「夜
間に途中で目覚めて寝付けなくなる」、「朝早
くに目覚めてしまう」といった睡眠障害をも
つ人は、近いうちにうつ病の症状が出てくる
可能性が高いといわれています。早めに不眠
症状に対処することが大切です。
　みなさんも心や体の健康を保つために、良
い睡眠をとってください。
■ 問い合わせ先　
　町保健センター（健康増進課）
　☎ 0747-52-9403

みなさんはよく眠れていますか？
人にとって睡眠での休養は必要不可欠です。

今回は、睡眠についてのお話です。

����������
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１日の平均睡眠時間（男性）
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１日の平均睡眠時間（女性）

５時間未満 ５時間以上６時間未満

６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満

８時間以上９時間未満 ９時間以上

５時間未満 ５時間以上６時間未満

６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満

８時間以上９時間未満 ９時間以上

出典：平成29年国民健康・栄養調査結果より

70
歳
以
上

60-

69
歳

50-

59
歳

40-

49
歳

30-

39
歳

20-

29
歳

総
数

70
歳
以
上

60-

69
歳

50-

59
歳

40-

49
歳

30-

39
歳

20-

29
歳

総
数

18



　　　

☆
★
　12月は家族で一緒に過ごす行事がたくさんあり
ますね。寒くなって体調をくずしがちですが、元気
に子どもたちと心温まる時間を過ごしてください。

☆12月のスケジュール

■ク ラ ス
◦赤ちゃんクラス（３か月～１歳３か月）　火曜日
◦ちびっこクラス（１歳３か月以上）　月曜日・水曜日
■活動時間
　月・火・水曜日　午前10時～午前11時30分
■室内開放
　月・火・水曜日　活動終了後～午後２時
　木 ・金 曜 日　 午前10時～午後２時 

［13日（木）はお休み］
■あそびの森開放
　月～金曜日　午前10時～午後２時

■場　　所
　地域子育て支援センター
■持 ち 物
　水筒・お手ふき・参加費（大人１人につき100円）
■育児相談
　 育児相談は随時受付をしています。
　希望者は、延明保育園に申し込んでください。
■問い合わせ先
◦延明保育園　☎0747-52-0388
◦地域子育て支援センター　☎0747-53-0377
※ 12月22日（土）～１月６日（日）は冬休みとなり、

１月７日（月）から開始となります。

月曜日 火曜日 水曜日

10日　　ちびっこクラス 11日　　ベビーマッサージ 12日　　ちびっこクラス

クリスマス制作
手形アートでかわいいサンタクロース
を作りましょう！
持ち物：はさみ、のり、ペン、タオル

対　象：生後３か月～１歳３か月
　　　　（要申し込み）
費　用：300円（オイル代と資料代）
　　 　２回目以降200円
持ち物：バスタオル１枚、タオル２枚、
　　　  オムツなどその他必要な物

うんどうあそび
いっぱい体を動かして遊びましょう！
動きやすい服装でお越しください。

1 日　　２クラス合同 18日　赤ちゃんクラス 1 日　　ちびっこクラス

おはなしの会
町立図書館へお話しを聞きに行きま
しょう♪
時　間：午前10時30分～午前11時
参加費：無料

クリスマス会・メモリー撮影
お昼寝アートをしたり、おやつを食べ
てクリスマスをお祝いしましょう☆
手作りおやつ「ホットケーキ」
持ち物：スプーンセット、おしぼり、
　　　  飲み物など

クリスマス会・メモリー撮影
クリスマスソングを歌ったり、おやつを
食べてクリスマスをお祝いしましょう☆
手作りおやつ「ホットケーキ」
持ち物：スプーンセット、おしぼり、
　　　  飲み物など

★☆

★

子どもたちをみんなで守ろう！
　子どもたちが楽しみにしている冬休みが始まります。冬休みは、多くのことが体験できるよい時期
です。健康で明るい、有意義な生活が送れるようご協力をお願いします。

  地域ぐるみで子どもを守り、育てよう

☆ ひとりで遊んでいる子どもを見かけたら声を
かけ、地域ぐるみで子どもを守ろう。

☆ 危険な遊びをしている子どもを見かけたとき
は注意しよう。

☆ 子どもの心に悪い影響を及ぼす有害図書や、
インターネットの有害情報から子どもたちを
守ろう。

☆ まず大人が交通ルールや公衆道徳を守り、子
どもたちの手本になろう。

☆ テレビやゲーム、パソコン、スマートフォン
等の時間とルールなどについて、家族で話し
合おう。

☆ 地域の文化活動や子ども会、スポーツ団体等の
行事に進んで参加する豊かな心を育てよう。

☆ 年末年始には家族そろって活動する機会をつ
くろう。

  外出について

☆ お金の無駄づかいをさせない。
☆ 子どもにとって危険な所には立ち入らせない。
☆子どもから目を離さない。
☆絶対に子どもを車内に放置しない。
☆ 子どもが外出するときは、誰と、その目的、

行き先、帰宅時間を確かめよう。

☆ タバコやシンナーなどに絶対手を出させない。
☆ エアーガンなどの有害ながん具は持たせない。
☆ 電線近くでのたこあげや火遊びはさせない。
☆ 自転車の二人乗りや単車の運転は、絶対にさせ

ない。
☆路上駐車、特に狭い道路での駐車はしない。
☆ 自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用

させる。

  危険防止について

大淀町安全対策推進協議会　　　大淀町教育委員会　　　　　　　　　　　　吉野警察署
大淀町青少年健全育成協議会　　大淀町幼保・小・中学校生活指導協議会　　大淀町民生児童委員会
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　12月12日は、漢字の日。「いい字一字」が「１（いい）２（じ）
１（いち）２（じ）」の語呂合わせにちなみます。日本漢字能力
検定協会が1995年に制定しました。毎年その年の世相を象
徴する今年の漢字がこの日、京都市の清水寺で発表されます。
さて、今年を表す漢字は何でしょうね。

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

文化会館・図書館ともに休みの日

12月のカレンダー

図書館休館情報

　すうくんは学校でたくさん

の漢字を習いました。漢字に

はたくさんの読み方があった

り、かたちにも意味があった

り、発見がいっぱいです。漢

字の魅力がよく伝わるお話で

す。

「漢字だいぼうけん」 
 　　　作／宮下 すずか　絵／にしむら あつこ　偕成社

　秦の始皇帝時代の兵
へ い ば よ う

馬俑の
作者の話。大量の兵馬俑を区
別するために独自の文字がで
き、記号としての実用性をも
つ文字へ変化していく過程が
示される。「文字渦」を含む12
編の短編は、日本・中国大陸
を主に舞台にした漢字を巡る
物語。川端康成文学賞受賞作
品。

「文字渦」　　　　　　　  著／円城 塔　新潮社

　日常生活において欠かすこ
とのできない漢字は、世界屈
指の古代文字であり、深い歴
史をもっている。漢字の起源
や成り立ち、甲骨文字、青銅
器の銘文、秦漢の小

し ょ う て ん

篆や楷書
など、漢字文化の変化と発展
の様相をたどり、その源流を
考察する。

「漢字文化の源流」　　　  著／阿辻 哲次　丸善

おはなし会のご案内

●こどものためのおはなし会

　12月16日（日）　午後３時～
　
●大人のための朗読会　響

　12月の大人のための朗読会は、お休みです。

■問い合わせ先　

　町立図書館

　☎0747-54-2120

 漢字忍術を修行しているかん
ぺー丸は、一人前の忍者を目
指して冒険中。忍術力をアッ
プさせるために漢字パズルに
挑戦！ 「かくれの里」「しのび
の里」「へんしんの里」の3つの
里を巡りながら漢字を楽しく
学ぼう。

「わくわく漢字の世界の大冒険」
著／馬場 雄二　絵／ふわ こういちろう　日本図書センター

　町立図書館は12月28日（金）から１月４日
（金）まで休館となります。ご迷惑をおかけ
しますが、ご了承ください。

年末年始図書館休館情報

　年末年始の休館の前に、通常の２倍の冊
数・期間、本を貸し出します。この期間中は
１人10冊まで、４週間の貸出になります。
年末年始もたっぷりと本をお楽しみくださ
い。

■倍貸し期間
　12月14日（金）～27日（木）

年末年始休館に伴う倍貸し

　広報11月でお知らせした手作り作品の展
示を開催しています。図書館利用者のみな
さんが、図書館にある本を参考にして作っ
た作品を図書館内で展示していますので、
ぜひ、ご覧ください。

■展示期間　12月27日（木）まで

手作り作品展を開催しています
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　今月はクリスマスに使えるイディオムを紹介します。
○ "holiday spirit"
　クリスマスの時期のわくわく感を、休日を意味する
holiday と心や精神を意味する spirit を合わせて表現します。
○ "be there with bells on"
　意味は「よろこんで行く」です。招待の返事のときに
使います。かつて馬車が輸送手段だった時代、特別な行
事があったとき、馬車をひく馬をベル付のきれいな馬具
で飾るのが習慣だったことが語源と言われています。

English LessonEnglish Lesson
今月のフレーズ

"holiday spirit"
ホリデーを楽しみにする

"be there with bells on"
よろこんで行く

幼 稚 園！て み てきゆめのたね
いっぱい

　

■対　　象　就学前の乳幼児
■内　　容　幼稚園見学・季節に応じた遊び
■時　　間　午前 10 時～午前 11 時
■申し込み　 ２日前までに各幼稚園まで電話または

メールでお申し込みください。

■日　　時　12 月 14 日（金）・20 日（木）お楽しみ会
■場　　所　町立大淀西部幼稚園（大淀町今木 779-4)
■問い合わせ先　☎ 0745-67-1766
　　　　　　　　 seibu-you@town.oyodo.lg.jp

■日　　時　12 月 13 日（木）
■場　　所　町立大淀東部幼稚園（大淀町中増 61-2）
■問い合わせ先　☎ 0746-32-0264
　　　　　　　　 toubu-you@town.oyodo.lg.jp

幼稚園に親子で来て、同じくらいの年齢のお友

だちと遊んで、楽しい時間を過ごしましょう♪

12月分

町 立 大 淀 東 部 幼 稚 園

町 立 大 淀 西 部 幼 稚 園

毎週火曜日（12 月 18 日（火）まで）
　午後２時～午後３時

☆両園ともに、園庭開放も行っています☆

Now that it's December, I've been listening 
to Christmas songs almost every day.
もう12月だから、ほぼ毎日クリスマスソングを
聞いているよ。

Yep! I love December!
It's such a festive month.
うん！私は12月が大好き！
気分が高まる月だよね。

Choua

Wow! You sure are feeling the 
holiday spirit.
すごくホリデーシーズンを楽しみ
にしているんだね。

Ter
esa

I agree! Will you go with me to Osaka's 
German Christmas Market then?
私もそう思う！じゃあ、一緒に大阪のドイ
ツ・クリスマスマーケットに行かない？Of course! I'll be there with bells on!

もちろん！よろこんで行くわ！

Choua

Choua

Ter
esa

おおよどせいぶようちえん

わ く わ く  に こ に こ

あ そ び に き て ね
★

★★

世界に１つの自分の
おうちを作ったよ！
みんな遊びに来てね♪

１学期に植えたさつ
まいもがこんなに大
きくなってたくさん
収穫できました！！

大淀西部幼稚園に
海遊館ができたよ☆
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　町商工会青年部がクリスマスイベントを主催

します。この企画は、クリスマスプレゼントを

事前に預かり、サンタクロースに扮
ふ ん

した青年部

員が、送り主に代わって手渡すというものです。

大切な人へのプレゼントの場面に、サプライズ

なイベントを演出しませんか。

■日　　時　12 月 24 日（月）・25 日（火）

　　　　　　午後５時から午後９時までの間

■定　　員　先着 20 件

■申込方法　 12 月 14 日（金）までに電話・FAX

にて申し込み後、町商工会へプレゼ

ントを持参してください。

■そ の 他

◦ 食料品・生き物などは受付できません。

◦プレゼントの届け先は町内に限定します。

■申し込み・問い合わせ先

　町商工会 サンタクロースマル秘大作戦  係

　☎ 0747-52-9555　 0747-52-8397

　午前９時～午後 5 時（土・日曜日、祝日を除く）

　サンタクロースマル秘大作戦

　

11

月
は
狂
言
と
能
の
講
座
を
そ
れ
ぞ
れ

実
施
し
ま
し
た
。
狂
言
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
は

蔵ざ

お

ご

ん

げ

ん

ぞ

う

王
権
現
像
や
聖

し

ょ

う

か

ん

の

ん

ざ

ぞ

う

観
音
坐
像
、
篭か

ご

や

ち

ゅ

う

じ

ろ

う

屋
忠
次
郎

の
碑
が
あ
る
中
増
地
区
の
安あ

ん

よ

う

じ

養
寺
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
大
蔵
流
狂
言
方
茂
山
童
司
さ
ん
を

迎
え
、
狂
言
と
能
の
違
い
や
狂
言
の
型
、
笑

い
方
や
泣
き
方
、
小こ

ま

い舞
等
を
体
験
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
能
楽
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
吉
野
ユ

ネ
ス
コ
協
会
と
連
携
し
て
行
わ
れ
、
ち
び
っ

子
桧
垣
本
座
の
座
員
が
白
鳳
女
子
大
学
の
留

学
生
と
と
も
に
参
加
し
ま
し
た
。
講
師
の
観

世
流
シ
テ
方
立
花
香
寿
子
さ
ん
と
大
倉
流
小

鼓
方
久
田
陽
春
子
さ
ん
か
ら
、
能
の
歴
史
や

宝
く
じ
の
助
成
金
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

▲講座の様子

人
権
週
間
を
き
っ
か
け
に

人権コラム

Vol.109

　

今
年
も
あ
と
少
し
で
終
わ
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
平
成
30
年
は
、

基
本
的
人
権
を
定
め
た
世
界
人
権

宣
言
が
採
択
さ
れ
て
か
ら
70
周
年

の
節
目
の
年
で
す
。
毎
年
、
12

月
10
日
を
「
世
界
人
権
デ
ー
」
と
定

め
、
加
盟
し
て
い
る
国
々
に
こ
れ

を
記
念
す
る
行
事
の
実
施
を
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
は
、
12
月
４
日
か
ら
10
日

ま
で
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、
人

権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
の
た
め

啓
発
活
動
を
全
国
的
に
展
開
し
て

い
ま
す
。
本
町
に
お
い
て
も
、
こ

の
人
権
週
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

啓
発
活
動
を
実
施
し
て
お
り
、
今

年
も
12
月
８
日
（
土
）
に
第
25
回
大

淀
町
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
多

く
の
住
民
と
の
協
力
で
開
催
し
ま

す
。

　

今
日
、
女
性
や
子
ど
も
、
障
が
い

の
あ
る
人
、
被
差
別
部
落
出
身
者
、

外
国
人
等
へ
の
人
権
侵
害
、
ま
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
誹ひ

ぼ

う謗
中
傷
な

ど
、
人
権
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

課
題
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
本
町
に

お
い
て
も
町
民
の
み
な
さ
ん
に
、
こ

う
し
た
人
権
課
題
に
つ
い
て
の
認
識

を
高
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
そ

の
解
決
へ
の
取
り
組
み
を
お
願
い
し

て
き
ま
し
た
。
一
人
ひ
と
り
が
人
権

意
識
を
も
ち
、
人
権
侵
害
を
許
さ
な

い
地
域
社
会
が
築
け
る
よ
う
、
改
め

て
こ
の
人
権
週
間
中
に
考
え
て
い
た

だ
け
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　

地
域
の
中
で
人
ど
う
し
が
認
め
、

支
え
あ
え
る
「
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
」

を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

謡
う
た
い

、
舞
、
小
鼓
に
つ
い
て
の
説
明
や
、
一

い
っ
ち
ょ
う調「
嵐

山
」
の
実
演
が
あ
り
ま
し
た
。　

ち
び
っ
子
桧

垣
本
座
は
連
吟
「
高
砂
」
、
仕
舞
「
吉
野
天
人
」
、

舞ま

い

ば

や

し

囃
子
「
岩
船
」
を
披
露
し
ま
し
た
。
留
学
生

は
伝
統
文
化
に
興
味
津
々
で
、
紋

も

ん

つ

き

は

か

ま

付
袴
の
衣

装
を
着
付
け
て
、
す
り
足
と
畳
の
感
覚
や
小

鼓
の
体
験
な
ど
を
し
ま
し
た
。
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近
畿
税
理
士
会
で
は
、
税
理
士

と
し
て
の
知
識
や
経
験
を
活
か
し

て
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
必

要
と
す
る
人
や
そ
の
家
族
・
支
援
者

の
相
談
に
応
じ
る
た
め
、
成
年
後

見
支
援
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
て
い

ま
す
。

※
秘
密
厳
守
・
無
料
・
予
約
不
要

■
相
談
日

　

 

毎
週
水
曜
日
（
祝
日
お
よ
び
夏

期
、
年
末
年
始
等
を
除
く
）

　

 

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時

～
午
後
４
時
の
間

■
場　
　

所

　

近
畿
税
理
士
会
館

　

 　

大
阪
市
中
央
区
谷
町
１
丁
目

　

５
番
４
号

■
そ
の
他

◦
電
話
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
６-

６
８
０
９-

３
６
８
０

◦
面
談
相
談
予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
６-

６
９
４
１-

２
９
２
２

■
問
い
合
わ
せ
先

　

近
畿
税
理
士
会

　

☎
０
６
‐
６
９
４
１
‐
６
８
８
６

※ 

詳
細
は
近
畿
税
理
士
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　

 h
t
t
p

:/
/
w

w
w

.k
in

z
e

i.

o
r.jp

/

町 役 場 0747-52-5501

上 下 水 道 部 0747-52-0137

教 育 委 員 会 0747-52-1522

中 央 公 民 館 0747-52-1524

保 健 セ ン タ ー 0747-52-9403

児 童 セ ン タ ー 0747-52-8319

桜 ヶ 丘 総 合 セ ン タ ー 0747-52-5402

旭 ヶ 丘 総 合 セ ン タ ー 0746-32-5189

杉本記念文化センター 0746-32-2489

平 畑 体 育 館 0747-52-6234

文 化 会 館 0747-54-2110

図 書 館 0747-54-2120

南奈良総合医療センター 0747-54-5000

南和広域美化センター 0747-52-3253

社 会 福 祉 協 議 会 0747-52-1941

地域包括支援センター 0747-52-7760

大 淀 消 防 署 0747-52-1199

吉 野 警 察 署 0747-53-0110

吉野路大淀ｉセンター 0747-54-5361

健 康 づ く り セ ン タ ー 0746-34-5501

シルバー人材センター 0747-54-5522

ふれあい活動センター 0747-54-5533

パ ー ク ゴ ル フ 場 0745-67-0543 

は
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド

◦ 

印
鑑
お
よ
び
運
転
免
許
証
な
ど

の
顔
写
真
付
証
明
書

◦
入
居
家
族
全
員
分
の
完
納
証
明
書

※ 

提
出
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が
発
見

さ
れ
た
と
き
は
、
入
所
取
り
消
し

ま
た
は
立
退
き
執
行
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
応
募
資
格

　
 

平
成
29
年
12
月
17
日
以
前
か
ら

本
町
に
て
在
住
、
ま
た
は
勤
務

し
て
い
る
人

※ 

そ
の
他
、
応
募
要
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
町
役
場
人

権
施
策
推
進
室
ま
で
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場 

人
権
施
策
推
進
室

　

（
内
線
１
２
６
・
１
２
７
）

　

平
成
31
年
２
月
入
居
の
公
営
住
宅

の
新
規
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
住
居

◦
比
曽
第
一
町
営
住
宅
（
１
戸
）

◦
比
曽
第
三
町
営
住
宅
（
２
戸
）

◦
北
町
二
丁
目
町
営
住
宅
（
１
戸
）

◦
平
畑
第
一
町
営
住
宅
（
１
戸
）

※ 

比
曽
第
三
町
営
住
宅
は
エ
レ
ベ
ー

タ
の
併
設
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

■
受
付
期
間

　

12
月
17
日
（
月
）
～
21
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

■
受
付
場
所

　

町
役
場 

人
権
施
策
推
進
室

■
必
要
書
類

◦
入
居
申
込
書

◦ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
し
く

公
営
住
宅
入
居
者
募
集

　

相
続
税
、
贈
与
税
や
所
得
税
等

お
悩
み
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

近
畿
税
理
士
会
吉
野
支
部
の
税
理

士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
を
開
催

し
ま
す
。
予
約
制
で
す
の
で
、
平

成
31
年
１
月
15
日
（
火
）
の
午
後
５

時
ま
で
に
電
話
に
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

■
日　
　

時

　

平
成
31
年
１
月
17
日
（
木
）

　

午
後
１
時
～
午
後
４
時
の
間　

　

１
人
あ
た
り
30
分
程
度

　

（
先
着
４
人
）

■
場　
　

所

　

町
役
場
３
階　

３
０
２
会
議
室

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場 

税
務
課
（
内
線
１
１
０
）

　
　

無
料
税
務
相
談

応
急
手
当
普
及
員
講
習

　

平
成
30
年
度
応
急
手
当
普
及
員
講
習

を
開
催
し
ま
す
。

○
応
急
手
当
普
及
員
と
は

　

自
身
が
所
属
す
る
事
業
所
の
従
業
員

や
防
災
組
織
な
ど
の
構
成
員
を
対
象

に
、
消
防
機
関
と
連
携
し
て
救
命
講
習

の
指
導
を
実
施
す
る
人
の
こ
と
で
す
。

■
日　
　

時

　

 

平
成
31
年
１
月
30
日
（
水
）
～

　

２
月
１
日
（
金
）

　

各
日　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

■
場　
　

所

　

か
し
は
ら
安
心
パ
ー
ク

　

橿
原
市
東
竹
田
町
２
２
４-

１

■
申
込
期
間

　

12
月
21
日
（
金
）
ま
で

■
申
込
方
法

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
の
各
消
防
署

ま
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
実
施
要
領
・
申
込
用
紙
等

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

h
ttp

:/
/
w

w
w

.n
a
ra

k
s
k
1
1
9
.jp

/

■
問
い
合
わ
せ
先

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合 

大
淀
消
防
署

　

☎
０
７
４
７-

52-

１
１
９
９

  

成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
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広　告

広　告

広　告

　のうごき
平成26年₄月30日現在

●人　口 18,996人（－ 1）

　　男 9,109人（－ 1）

　　女 9,887人（    0）

●世帯数 7,466（+ 9）

    　（　）内は前月との比較

編
集
・
発
行
　
大
淀
町
役
場
　
企
画
政
策
課
秘
書
広
報
係
／
奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町
桧
垣
本
2090番

地
／
☎
 0747 

5501　
F
A
X
 0747 

4310／
h
ttp：

//w
w
w
.to
w
n
.o
y
o
d
o
.lg
.jp

毎
月
1
回

1
日
発
行

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）

わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

１． わたくしたちは、緑と水と心のきれ
いな町をつくります。

１． わたくしたちは、互いに人権を尊び、
共に生きるあたたかい町をつくります。

１． わたくしたちは、すぐれた郷土を愛
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

１． わたくしたちは、スポーツに親しみ、
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

１． わたくしたちは、老人を敬い、子ど
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

梨花 アラカシ

広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

このコーナーの「すまいる」の写真を

お待ちしています。申し込みは、町

役場企画政策課まで。

（花吉野ガーデンヒルズ）

両親からのコメント

お兄ちゃん お姉ちゃんと
３人仲良く、元気いっぱい

大きくなってね

平
ひら

田
た

　誠
せい

太
た

 くん
（平成30年７月20日生まれ）

この広報紙は、再生紙を使用しています。

　のうごき
平成30年10月31日現在

●人　口 17,758人（－11）

　　男 8,488人（＋ 3）

　　女 9,270人（－14）

●世帯数 7,418（＋10）

    　（　）内は前月との比較
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